
釧路広域連合告示第 １０  号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定及び釧路広域連合

に釧路市の規則を準用する規則（平成１４年釧路広域連合規則第５号）において準用する

釧路市契約規則（平成１７年釧路市規則第８３号。14(1)において「契約規則」という。）

第４条の規定に基づき、一般競争入札（以下「入札」という。）について、次のとおり公告

する。 

 

令和７年１２月１８日 

釧路広域連合長 鶴 間 秀 典 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 入 札 件 名    釧路広域連合清掃工場で使用する電力の供給 

(2) 単 価 区 分 

 ア 基本料金    a 常時電力     １kW 当たり単価 

           b 自家発補給電力  １kW 当たり単価 

 イ 電力量料金   a 常時電力     １kWh 当たり単価 

           b 自家発補給電力  １kWh 当たり単価 

            （定期検査・定期補修による場合（以下「定検時」という。）） 

                      c 自家発補給電力  １kWh 当たり単価 

             （定期検査・定期補修以外の場合（以下「定検外」という。）） 

(3) 数   量 

 ア 契約電力      a 常時電力          １，４００ kW 

             b 自家発補給電力         ８００ kW 

 イ 年間予定使用電力量 a 常時電力        ４００，０００ kWh 

             b 自家発補給電力(定検時)    １６，０００ kWh 

             c 自家発補給電力(定検外)  １６，０００ kWh 

(4) 電力の特質等   仕様書のとおり 

(5) 契約期間（供給期間） 令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時まで 

(6) 供 給 場 所    仕様書のとおり 

(7) 入 札 方 法    

入札は、単価区分ごとの単価にそれぞれの契約電力及び予定年間使用電力量を乗じた

金額の合計である概算総額（燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含

まない。）により行う。ただし、契約は単価によるものとする。 

入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった概算総額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

 

 



２ 入札参加資格 

入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。 

(1) ２０２５～２０２７年度 釧路市物品購入等競争入札参加資格者名簿において、主要

品目（６）「燃料・エネルギー」、取扱品目（０６０４）「電力」に登録されている者で

あること。 

(2) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業

者として登録されている者であること。 

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっ

ては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不

健全である者でないこと。 

(5) 釧路市暴力団排除条例（平成２４年釧路市条例第３３号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員及び暴力団関係事業者でないこと。 

(6) 入札参加の申請をする日の直前２年以内に本連合、国又は他の地方公共団体と種類

及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行

した者であること。 

(7) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 

 

３ 契約事務担当部局 

  〒０８５－０８０７ 釧路市高山３０番地１ 

  釧路広域連合清掃工場 3階 釧路広域連合事務局 

  電話 ０１５４－９２－２００２  

  FAX ０１５４－９２－５３７５ 

   

４ 仕様書等の交付 

公告の日の翌日から令和８年１月１４日（水）午後４時までに釧路広域連合事務局に

て交付を受けること。なお、仕様書等は下記アドレスの釧路広域連合ホームページにお

いてダウンロードすることができる。 

http://kushiro-kouikirengo.jp 

 

５ 入札参加資格の確認申請 

この入札に参加を希望する者は、２に掲げる入札参加資格を有することの確認を受け

るため、次のとおり下記(1)アの一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）及び下記(1)イからエまでの書類（以下「確認資料」という。）を提出しなければな

らない。 

なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認め

られた者は、この一般競争入札に参加することができない。 

(1) 提出書類 



ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

イ 許可・認可等調書（様式第２号） 

  ２(2)の許可等の状況を記載すること。 

ウ 業務履行実績調書（様式第３号） 

２(6)の確認資料として、過去２年間の主な供給実績等を記載すること。 

   エ 安定供給確約書（様式第４号） 

２(7)の確認資料として提出すること。 

(2) 提出期間 

  令和７年１２月１９日（金）から令和８年１月１５日（木）までの釧路広域連合の

休日を定める条例（平成１４年釧路広域連合条例第２号）第１条第１項に規定する本

連合の休日（以下「本連合の休日」という。）を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

(3) 提出場所  ３に同じ 

(4) 提出方法  

  持参又は郵送によること。なお、郵送については、提出期間に必着のこと。 

(5) 提出確認 

  申請書及び確認資料を提出した者（以下「申請者」という。）には、申請書に受領印

を押印のうえ、その写しを直接又はファクシミリにより交付する。なお、申請書及び

確認資料を提出したにもかかわらず、写しの交付がない場合は、３の担当部局に連絡

し確認すること。 

(6) 入札参加資格の確認 

  申請者には、令和８年１月２２日（木）までに次に掲げる事項を記載した確認結果

通知書をファクシミリにより通知する。なお、通知期限の翌日において、いまだ通知

がない場合は、３の担当部局に連絡し確認すること。 

ア 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨 

イ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその

理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

(7) その他 

ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

イ 釧路広域連合長（以下「連合長」という。）は、提出された申請書及び確認資料を

入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 

ウ 提出された申請書及び確認資料は返却しない。  

 

６ 入札参加資格を有しないと認めた者に対する理由の説明 

(1)  入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由について次のとおり書面（様

式は任意）により連合長に説明を求めることができる。 

   ア 提出期間  令和８年１月２７日（火）までの本連合の休日を除く、午前９時か

ら午後４時まで 

 イ 提出場所  ３に同じ 

 ウ 提出方法  持参又は郵送によること。 

(2)  連合長は、(1)の説明を求められたときは、令和８年２月３日（火）までに説明を



求めた者に対し理由説明書をファクシミリにより通知する。 

 

７ 仕様書の質問等 

(1) 仕様書等の内容に関する質問の有無にかかわらず、次のとおり質疑応答書を提出す

ること。なお、質問がない場合は、「質問なし」と記入すること。 

   ア 提出書類  質疑応答書（様式第５号） 

   イ 提出期間  令和８年１月２７日（火）までの本連合の休日を除く、午前９時か

ら午後４時まで 

   ウ 提出場所  ３に同じ 

   エ 提出方法  電話連絡のうえ、ファクシミリにより提出すること。 

(2) (1)の質疑応答書は、次のとおりファクシミリで回答するとともに閲覧に供する。た

だし、「質問なし」の場合を除く。 

  ア 回答期間  令和８年２月３日（火）まで 

   イ 閲覧期間  令和８年２月５日（木）までの本連合の休日を除く、午前９時から

午後４時まで 

  ウ 閲覧場所  ３に同じ 

 

８ 開札の日時及び場所 

(1) 日時  令和８年２月６日（金） 午前１０時１０分 

(2) 場所  釧路市高山３０番地１ 釧路広域連合清掃工場 ３階会議室 

 

９ 入札方法等 

 (1) 入札者は、所定の入札書（様式１）及び入札金額計算書（様式２。以下「計算書」

という。）に必要事項を記入し、８(1)の日時までに８(2)の場所に持参するか、又は下

記(4)により送付すること。（電報、ファクシミリ又はメール等による入札は認めない。） 

 (2) 計算書には単価区分ごとの単価その他の入札書記入金額（概算総額）の計算内訳を

記入し、入札書に添付して提出すること。計算書が添付されていない入札は無効とす

る。 

 (3) 概算額の算出基礎として使用する単価には、１円未満の端数を含むことができる。

ただし、１円未満の端数は、小数点以下第２位までとすること。 

 (4) 入札書を送付する場合は、次のとおりとする。 

ア 提出期限  令和８年２月５日（木） 午後４時まで 

イ 提出場所  ３に同じ 

ウ 配達証明郵便又はこれに相当するもの 

エ 二重封筒で送付すること。「商号又は名称」と「入札件名」を記載した内封筒に入

札書を封かんし、これを「令和８年２月６日午前１０時１０分入札執行【電力供給

契約】の入札書在中」と記載した外封筒に封かんするものとする。 

  

10 落札者の決定 

(1) 有効な入札を行った者のうち、入札概算総額が予定価格以下で最低の価格をもって



入札を行った者を落札者とする。 

(2) 有効な入札のうち、落札者となるべき価格で入札した者が２者以上あるときは、契

約事務に関わりのない釧路広域連合事務局の職員にくじを引かせるものとする。 

(3) 落札者が決定しないときは、日時を改めて再度の入札を行う。なお、再度入札は、

入札執行日時及び場所、送付の場合の提出期限を別に定め、参加者に通知するものと

する。 

(4) 第２回目の入札において予定価格以下の金額の入札がない場合は、不落随契を行う

ものとする。なお、不落随契を行う場合は、最低入札価格の応札者を含めた２者以上

から見積書を徴する。 

(5) 不落随契が成立しないときは、入札を中止し、再度公告入札をするものとする。 

 

11 入札の無効 

  ２に掲げる入札参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をし

た者の入札及び釧路広域連合電力供給入札心得において示した条件その他の入札に関す

る条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としてい

た場合には、落札決定を取り消す。 

なお、連合長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において２

に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 

 

12 入札手続き等 

(1) 入札保証金  釧路広域連合電力供給入札心得（別紙１）第２条のとおり。 

         ※入札参加資格の確認結果通知書で通知する。 

(2) 契約書作成の要否  必要とする。 

(3) 契約金額は、入札金額計算書の５に記載された単価（消費税及び地方消費税を含む。）

とする。 

(4) 電気料金の支払いは、毎月後払いとし、詳細は仕様書によるものとする。 

 

13 入札の中止等 

入札までの間にやむを得ない事由のため、当該契約の入札を延期又は中止することが

ある。 

なお、中止になった場合でも、申請書及び確認資料の作成費用は申請者の負担とする。 

 

14 その他 

(1) 入札参加者は、契約規則その他関係法令を遵守すること。 

(2) 釧路広域連合電力供給入札心得（別紙１）を承知すること。 

(3) その他、入札に関しての問合せ先 

３に同じ 


